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　 　 【 請 求 項 １ 】 　

　

　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 波 を 入 力 信 号 と す る Ｒ Ｆ ／ Ｉ Ｆ 処 理 部 と 、 該 Ｒ Ｆ
／ Ｉ Ｆ 処 理 部 か ら の 出 力 を 復 調 し 分 離 す る 復 調 ／ 分 離 処 理 部 と 、 該 復 調 ／ 分 離 処 理 部 か ら
の 出 力 を 復 号 処 理 す る デ コ ー ダ 部 と 、 を 備 え る デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 に お い て 、
　 前 記 入 力 信 号 の エ ラ ー 状 況 に 基 づ い て 、 前 記 デ コ ー ダ 部 か ら 送 出 さ れ る 映 像 信 号 お よ び
音 声 信 号 あ る い は デ ー タ 信 号 の う ち の 少 な く と も １ つ の 信 号 を 静 止 ま た は 停 止 さ せ る た め
の フ リ ー ズ 制 御 を 行 う フ リ ー ズ 制 御 手 段 を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る デ ジ タ ル テ レ ビ 放
送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 前 記 フ リ ー ズ 制 御 手 段 は 、 前 記 復 調 ／ 分 離 処 理 部 内 に お け る 復 調 処 理
後 の 信 号 を 、 前 記 映 像 信 号 、 音 声 信 号 お よ び デ ー タ 信 号 に 区 分 し て 各 該 信 号 毎 に そ れ ぞ れ
前 記 フ リ ー ズ 制 御 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信
機 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 前 記 フ リ ー ズ 制 御 手 段 は 、 前 記 復 調 ／ 分 離 処 理 部 内 に お け る 分 離 処 理
後 の 前 記 映 像 信 号 、 音 声 信 号 お よ び デ ー タ 信 号 毎 に そ れ ぞ れ 、 前 記 フ リ ー ズ 制 御 を 実 行 す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 前 記 フ リ ー ズ 制 御 手 段 は 、 前 記 入 力 信 号 が 複 数 の 階 層 か ら 構 成 さ れ る
と き 、 前 記 復 調 ／ 分 離 処 理 部 内 に お け る 復 調 処 理 後 の 信 号 を 、 各 該 階 層 毎 に 区 分 し て そ れ
ぞ れ に 対 し て 前 記 フ リ ー ズ 制 御 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ
レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 前 記 フ リ ー ズ 制 御 手 段 は 、 所 定 単 位 当 た り の 前 記 エ ラ ー 信 号 の 発 生 回
数 に 基 づ い て 、 前 記 フ リ ー ズ 制 御 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 の い ず れ か 一
項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】 　 前 記 フ リ ー ズ 制 御 手 段 は 、 前 記 入 力 信 号 が 一 連 の パ ケ ッ ト か ら 構 成 さ
れ る と き 、 前 記 所 定 単 位 を 規 定 す る た め に 、 順 次 到 来 す る そ の パ ケ ッ ト の 数 を カ ウ ン ト す

デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 波 を 受 信 す る 受 信 部 か ら の 信 号 を 復 号 処 理 す る デ
コ ー ダ 部 を 備 え た デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 に お い て 、

前 記 デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 波 の 入 力 信 号 の エ ラ ー 状 況 に 基 づ い て 、 前 記 デ コ ー ダ 部 か ら 送
出 さ れ る 映 像 信 号 及 び 音 声 信 号 あ る い は デ ー タ 信 号 の う ち の 少 な く と も １ つ の 信 号 を 静 止
ま た は 停 止 さ せ る た め の フ リ ー ズ 制 御 を 行 う フ リ ー ズ 制 御 手 段 を 含 む こ と を 特 徴 と す る デ
ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
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る パ ケ ッ ト カ ウ ン タ ー を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受
信 機 。
　 　 【 請 求 項 ８ 】 　 前 記 フ リ ー ズ 制 御 手 段 は 、 前 記 入 力 信 号 が 一 連 の パ ケ ッ ト か ら 構 成 さ
れ る と き 、 該 パ ケ ッ ト 毎 に 前 記 エ ラ ー 信 号 の 有 無 を 検 出 し て 、 該 エ ラ ー 信 号 の 数 を カ ウ ン
ト す る エ ラ ー カ ウ ン タ ー を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ
ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 ９ 】 　 前 記 フ リ ー ズ 制 御 手 段 は 、 前 記 パ ケ ッ ト カ ウ ン タ ー と し て 、 前 記 フ リ
ー ズ 制 御 が オ ン で あ る と き と 、 オ フ で あ る と き と 、 に そ れ ぞ れ 対 応 さ せ た 、 オ ン 時 パ ケ ッ
ト カ ウ ン タ ー お よ び オ フ 時 パ ケ ッ ト カ ウ ン タ ー と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記
載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　 前 記 フ リ ー ズ 制 御 手 段 は 、 前 記 エ ラ ー カ ウ ン タ ー と し て 、 前 記 フ リ
ー ズ 制 御 が オ ン で あ る と き と 、 オ フ で あ る と き と 、 に そ れ ぞ れ 対 応 さ せ た 、 オ ン 時 エ ラ ー
カ ウ ン タ ー お よ び オ フ 時 エ ラ ー カ ウ ン タ ー と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の
デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 １ １ 】 　 前 記 パ ケ ッ ト カ ウ ン タ ー は 、 そ の カ ウ ン ト 値 が あ る 一 定 値 を 超 え た
と き に カ ウ ン タ ー の ク リ ア を 行 い 、 次 に 到 来 す る パ ケ ッ ト の カ ウ ン ト を 新 た に 開 始 す る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 １ ２ 】 　 前 記 フ リ ー ズ 制 御 手 段 は 、 前 記 入 力 信 号 が 一 連 の パ ケ ッ ト か ら 構 成
さ れ る と き 、 前 記 所 定 単 位 を 規 定 す る た め に 、 順 次 到 来 す る そ の パ ケ ッ ト の 数 を カ ウ ン ト
す る パ ケ ッ ト カ ウ ン タ ー を 有 す る と 共 に 、 該 パ ケ ッ ト 毎 に 前 記 エ ラ ー 信 号 の 有 無 を 検 出 し
て 、 該 エ ラ ー 信 号 の 数 を カ ウ ン ト す る エ ラ ー カ ウ ン タ ー を 有 し 、 か つ 、 該 パ ケ ッ ト カ ウ ン
タ ー と し て 、 前 記 フ リ ー ズ 制 御 が オ ン で あ る と き と 、 オ フ で あ る と き と 、 に そ れ ぞ れ 対 応
さ せ た 、 オ ン 時 パ ケ ッ ト カ ウ ン タ ー お よ び オ フ 時 パ ケ ッ ト カ ウ ン タ ー と を 有 す る と 共 に 、
該 エ ラ ー カ ウ ン タ ー と し て 、 前 記 フ リ ー ズ 制 御 が オ ン で あ る と き と 、 オ フ で あ る と き と 、
に そ れ ぞ れ 対 応 さ せ た 、 オ ン 時 エ ラ ー カ ウ ン タ ー お よ び オ フ 時 エ ラ ー カ ウ ン タ ー と を 有 す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 １ ３ 】 　 前 記 エ ラ ー 信 号 が 到 来 し な い と き は 、 前 記 パ ケ ッ ト カ ウ ン タ ー の カ
ウ ン ト 値 が あ る 一 定 値 を 超 え る ま で 、 前 記 エ ラ ー カ ウ ン タ ー の カ ウ ン ト 値 を そ の ま ま 保 持
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 １ ４ 】 　 前 記 エ ラ ー カ ウ ン タ ー の カ ウ ン ト 値 が あ る 一 定 値 を 超 え る 前 は 、 前
記 フ リ ー ズ 制 御 の 状 態 を 保 持 し 、 前 記 エ ラ ー カ ウ ン タ ー の カ ウ ン ト 値 が あ る 一 定 値 を 超 え
た と き に 、 前 記 フ リ ー ズ 制 御 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の デ ジ
タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 １ ５ 】 　 前 記 フ リ ー ズ 制 御 手 段 は 、 前 記 エ ラ ー 信 号 を 検 出 し な い と き は 、 オ
ン に な っ て い る 前 記 フ リ ー ズ 制 御 を オ フ に す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の デ
ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 １ ６ 】 　 前 記 フ リ ー ズ 制 御 手 段 は 、 前 記 入 力 信 号 が 一 連 の パ ケ ッ ト か ら 構 成
さ れ る と き 、 前 記 所 定 単 位 を 規 定 す る た め に 、 順 次 到 来 す る そ の パ ケ ッ ト の 数 を カ ウ ン ト
す る パ ケ ッ ト カ ウ ン タ ー を 有 す る と 共 に 、 該 パ ケ ッ ト 毎 に 前 記 エ ラ ー 信 号 の 有 無 を 検 出 し
て 、 該 エ ラ ー 信 号 の 数 を カ ウ ン ト す る エ ラ ー カ ウ ン タ ー を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項

に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 １ ７ 】 　 前 記 パ ケ ッ ト カ ウ ン タ ー の カ ウ ン ト 値 が あ る 一 定 値 を 超 え て も 、 前
記 エ ラ ー カ ウ ン タ ー の カ ウ ン ト 値 が あ る 一 定 値 を 超 え な い と き は 、 オ ン に な っ て い る 前 記
フ リ ー ズ 制 御 を オ フ に す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信
機 。
　 　 【 請 求 項 １ ８ 】 　 前 記 パ ケ ッ ト 内 に 表 示 遅 延 情 報 が 含 ま れ て い る と き 、 そ の 遅 延 時 間
分 だ け 遅 延 し て 、 前 記 フ リ ー ズ 制 御 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記
載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 １ ９ 】 　 前 記 表 示 遅 延 情 報 は 、 Ｐ Ｔ Ｓ あ る い は Ｄ Ｔ Ｓ で あ る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
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　 　 【 請 求 項 ２ ０ 】 　 前 記 表 示 遅 延 情 報 に 代 え て 、 あ る 一 定 時 間 経 過 し て か ら 、 前 記 フ リ
ー ズ 制 御 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 ２ １ 】 　 前 記 フ リ ー ズ 制 御 手 段 は 、 前 記 デ コ ー ダ 部 の 制 御 端 子 か ら 出 力 さ れ
る エ ラ ー 表 示 信 号 ま た は 該 デ コ ー ダ 部 の 内 部 レ ジ ス タ に 書 き 込 ま れ る エ ラ ー 表 示 信 号 を 検
出 し な い と き 、 オ ン に な っ て い る 前 記 フ リ ー ズ 制 御 を オ フ に す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ ～ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 ２ ２ 】 　 前 記 パ ケ ッ ト 内 に 表 示 遅 延 情 報 が 含 ま れ て い る と き 、 そ の 遅 延 時 間
分 だ け 遅 延 し て 、 前 記 フ リ ー ズ 制 御 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず れ か
一 項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 ２ ３ 】 　 前 記 表 示 遅 延 情 報 は 、 Ｐ Ｔ Ｓ あ る い は Ｄ Ｔ Ｓ で あ る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 ２ ４ 】 　 前 記 表 示 遅 延 情 報 に 代 え て 、 あ る 一 定 時 間 経 過 し て か ら 、 前 記 フ リ
ー ズ 制 御 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 ２ ５ 】 　 前 記 フ リ ー ズ 制 御 手 段 は 、 前 記 デ コ ー ダ 部 の 制 御 端 子 か ら 出 力 さ れ
る エ ラ ー 表 示 信 号 ま た は 該 デ コ ー ダ 部 の 内 部 レ ジ ス タ に 書 き 込 ま れ る エ ラ ー 表 示 信 号 を 検
出 し た と き 、 前 記 フ リ ー ズ 制 御 を オ ン に す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず れ か 一
項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 ２ ６ 】 　 前 記 デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 内 の 少 な く と も 前 記 フ リ ー ズ 制 御 手
段 を 制 御 す る Ｃ Ｐ Ｕ を 備 え 、 該 フ リ ー ズ 制 御 手 段 は 該 Ｃ Ｐ Ｕ か ら の 制 御 信 号 に 応 じ て 、 前
記 フ リ ー ズ 制 御 を 実 行 す る と 共 に 、 該 Ｃ Ｐ Ｕ に 入 力 さ れ る 外 部 か ら の 指 示 信 号 に よ り 、 該
フ リ ー ズ 制 御 手 段 を 活 性 ま た は 非 活 性 に す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ に 記 載 の デ ジ
タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 ２ ７ 】 　 前 記 フ リ ー ズ 制 御 手 段 は 、 前 記 復 調 ／ 分 離 処 理 部 か ら 前 記 デ コ ー ダ
部 へ の 前 記 入 力 信 号 の 供 給 ま た は 停 止 を 行 う こ と に よ り 、 前 記 フ リ ー ズ 制 御 を 実 行 す る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 ２ ８ 】 　 前 記 フ リ ー ズ 制 御 手 段 は 、 前 記 フ リ ー ズ 制 御 を 実 行 す る か 否 か の 判
定 基 準 を 、 前 記 映 像 信 号 の 種 類 に 応 じ て 変 化 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず
れ か 一 項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 ２ ９ 】 　 前 記 フ リ ー ズ 制 御 手 段 は 、 前 記 フ リ ー ズ 制 御 を 実 行 す る か 否 か の 判
定 基 準 を 、 前 記 音 声 信 号 の 種 類 に 応 じ て 変 化 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず
れ か 一 項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 ３ ０ 】 　 前 記 Ｃ Ｐ Ｕ か ら の 前 記 制 御 信 号 と 、 前 記 Ｃ Ｐ Ｕ へ の 前 記 指 示 信 号 と
の 論 理 演 算 に よ り 、 前 記 の 活 性 ま た は 非 活 性 を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記
載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
　 　 【 請 求 項 ３ １ 】 　 前 記 フ リ ー ズ 制 御 手 段 は 、 前 記 フ リ ー ズ 制 御 を 実 行 す る か 否 か の 判
定 基 準 を 、 外 部 か ら の 指 示 に 応 じ て 設 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず れ か 一
項 に 記 載 の デ ジ タ ル テ レ ビ 放 送 受 信 機 。
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